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研究成果の概要：本研究では、以下の諸点が知見として検出された。 

 まず、米国教員評価制度中、先進的システムと目される「同僚教員評価制度」に関しては、全

米50州中未だ特定州でしかその存在が確認できなかったものの、確認できる諸州においては、後

述のとおり一定の成果を上げており、同僚による支援的な評価活動の有効性が明らかとなった。

次に、関係判決例の分析では、その多くが評価の妥当性に関するものに集中する傾向があり、司

法は「評価基準の具体性」と「明確な根拠性」を強く求めていること、加えて、評価に関する多

様な評価手続の設定は、被評価者の評価に際しての諸権利を保護するにとどまらず、評価者自身

の権利をも保障する機能を有していることが明らかとなった。 
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１．研究開始当初の背景 
 学校教育の質的改善、質的向上のためには、
その直接的担い手である教員の役割が極め
て重要であることは、贅言を要しない。事実、
そのための「教員の資質能力の開発・向上」
が、国内外を問わず、現在強く求められてお
り、その具体的方途の１つとして「適切な教
員人事・評価制度の構築」が提言されている。
例えば、我が国においては、2000 年 4 月から

東京都で新たな「能力開発型教員人事・評価
制度」がすでに実施に移されているし、神奈
川県、広島県、香川県をはじめその他の地域
でもその本格的な導入が始まっている。また、
米国においても、オハイオ、フロリダ、ノー
スカロライナ州に続き、カリフォルニア州で
も 1999 年から教育改革の重要な柱の１つと
して「新しい教員人事・評価制度（同僚教員
支援・評価制度）の導入」が図られ、その具
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体的展開に州民の大きな期待が寄せられて
いる。 
 確かに、教員の人事・評価は、それが適切・
妥当に行われる場合には、教員自身の勤務意
欲や資質・能力の開発・向上に寄与するばか
りでなく、教員のアカウンタビリティを問い
直し、学校教育の改善を目指す上でも有効な
方途であろう。また、結果的に不適格な教員
を排除することによって、教員集団全体の質
的水準を高め、以て地域住民の信頼回復にも
貢献するものと考えられる。しかしながら、
逆に、その制度自体に問題点を孕んでいたり、
不適切な運用がなされるとするならば、教員
の人事・評価制度は、学校教育改善の疎外要
因にこそなれ、有効な切り札とはなり得ない。 
 
２．研究の目的 
 そこで、本研究は、教員人事・評価制度の
先進国である米国を対象として、以下のよう
な研究を意図した。1）米国公立学校の教員
人事・評価制度の法的な基本原理とその実際
的態様を各州教育判例並びに制定法及び教
育委員会規則等の分析を通して明確化する
こと。2) 各州多様な米国教員人事・評価制
度を類型化すること。次に、3) それら類型
化されたいくつかの制度の中から典型的タ
イプと判断されるシステムを抽出して徹底
した事例分析を行うことにより、4) これら
類型化されたそれぞれのタイプの意義・特質
と課題・限界性を究明すること。さらに、比
較教育制度学的な視点から、5）それら米国
教員人事・評価制度の実態を分析フィルター
としつつ、現下わが国の公立学校教員人事・
評価制度の内包する諸課題を検討し、示唆的
な知見を提示すること。 
 
３．研究の方法 
 研究方法としては、具体的に次のような方
法を採用した。 
 １）米国教員人事・評価制度関係の先行研
究の把握 
 日本国内における米国教員人事・評価制度
に関する研究は、一部の断片的な研究を除け
ばほとんど見受けられず、直接米国内の関係
先行研究に関する文献（既購入済み文献を除
き）を購読し、その成果及び現状を確認しな
ければならない。 
 ２）米国各州教員人事・評価制度関係判決
例の検索及び分析 
 米国は判例法主義の国家であり、教育関係
を始めとする各種法令の基本的原理のほと
んどは判例に基づき創出されている。従って、
教員人事・評価制度関係の基本的法原理解明
のためには、かかる判例の検索及び分析が不
可欠である。 
 ３）米国各州教員人事・評価制度関係の制
定法及び教育委員会規則の調査・分析 

 判例にみる法的原理の有無にかかわらず、
具体的・詳細的な行政事務手続き等は、各州
制定法及び教育委員会規則を調査、分析しな
ければ、解明することができない。 
 ４）各州間の比較及び類型化による米国教
員人事・評価制度の総合的把握 
 上述調査・分析の結果をもとに各州別の教
員人事・評価制度の基本的法原理と実際的態
様を明らかにし、合わせて各州間の比較分析
と類型化を通して米国全体の教員人事・評価
制度の傾向と現状を総合的に把握する。 
 ５）典型的タイプのシステムを保有する地
域への直接訪問調査 
 「いくつかの典型的タイプ」の教員人事・
評価制度を保有する地域を直接訪問し、関係
者へのインタビューや関係資料の渉猟・解読
を通して徹底的な事例調査分析を試みる。 
 ６）比較教育制度学的視点から我が国教員
人事・評価制度への改善指針の提示 
 比較教育制度学的視点から上記３カ年の
研究成果を分析フィルターにして、我が国教
員人事・評価制度の内包する諸課題を検討し、
それらに対する有効な改善指針を考究する。 
 
４．研究成果 
 当初の研究計画に記した研究全般を十分に
進捗させることができず、結果的に当該研究
期間において解明できた諸点は、米国教員評
価制度の先進的タイプと目される同僚教員評
価制度を中心とした実体解明と、関係判例上
の判決傾向を分析することにより、教員評価
制度をめぐる関係当事者間の権限関係の一端
に迫るところまでしか到達し得なかった。そ
の意味では当該研究において残された課題は
多い。いずれにせよ、以下、本研究において
明らかとなった成果を提示したい。 
 １）米国公立学校教員評価の現状 

アメリカにおいても教員の評価結果が、採
用や解雇をはじめとする教員人事行政上に
おける基礎資料として、重要な役割を担って
いることはいうまでもない。一般に、アメリ
カ公立学校の教員評価は、日本のそれと比べ、
伝統的に任用時における評価が緩やかなか
わりに、採用後平均して３年という長期の試
用期間（probationary period）中の評価に
重点をおいたシステムを維持している。加え
て 、 こ の 試 用 期 間 を 過 ぎ て テ ニ ュ ア
（tenure：終身在職権）を取得した後でさえ、
能力不足や適正欠如を理由に解雇される場
合もあり、アメリカ公立学校の教員評価には
かなり厳しいものがあるといえよう。 

教員評価の形態も、学区によって多様では
あるが、典型的な評価事例をみてみると、お
よそ以下のような評価がなされているよう
である。まず、評価内容としては、主に①教
員としての職業的適性（服務規律面を含み）、
②教授能力（教科内容に関する知識を含み）、



 

 

③生徒の学力向上などに大別されるが、一般
には職業的適性や教授能力を重視する傾向
が強い。教授能力に関する具体的な評価項目
としては「授業時間の効果的使用」「生徒に
対する効果的動機づけ」「生徒の積極的な行
動の促進」「教科領域における能力」「会話・
文章表現能力」が、職業的適性に関しては「時
間および手続きの遵守」「生徒の成績評価」
「父母の参加の奨励」「同僚および生徒との
人間関係」「適切な学習環境の創造」が挙げ
られている。次に、評価の方法としては、授
業観察（classroom observations）が最も一
般的であり、通常年間１、２回程度実施され
ている。注目すべきは、授業観察のみで終わ
るのではなく、観察後に「評価者と被評価者
との協議の場」が設定され、被評価者の授業
改善を支援することに大きなウエイトが置
かれている点である。また、評価基準として
は、尺度評定（rating scales）法が最も多
く用いられており、通常２〜５段階の評定点
を用いて具体的な評価項目ごとに被評価者
の能力・適性の有無・程度が判定される。評
価の実施主体は、校長を中心に、副校長やカ
リキュラム担当の指導主事などが一般的で
あるが、近年、同僚による評価を実施すると
ころも出現してきており、興味深い。最後に、
評価の最終過程として評価報告書が作成さ
れるが、評価者は、授業観察記録をはじめそ
の他職務に関する記録を検討し、予め定めら
れた基準にそって公式の評価報告書を作成
する。この評価結果に基づき、被評価者の処
遇が決定されるわけである。 

宮崎の研究（宮崎秀一「アメリカにおける
教員評価」佐藤全・坂本孝徳編著『教員に求
められる力量と評価《日本と諸外国》』東洋
館出版 1996 年）によると、アメリカ公立学
校の教員評価の特徴として「入職段階から全
在職期間をとおして継続的・恒常的に実施さ
れ、しかも、目的別にいくつかの異なる種類
の評価が多重的におこなわれている点」が指
摘されている。具体的には、「教員養成大学
の入学・卒業時の評価や免許状取得要件とし
ての評価、さらには採用時のそれを別にして
も試用期間中の契約更新のための評価には
じまり、テニュア取得のための評価、昇給・
能力給制度下の評価、昇格または上級免許取
得にかかわっての評価、免職等不利益処分の
基礎となる評価、職能向上のための研修のさ
いの評価など」であり、アメリカ公立学校の
教員は多種多様な評価システムの下に置か
れているといえよう。 

加えて、公立学校教員の評価は、これまで
被評価者である教員のアカウンタビリティ
（accountability：職務遂行責任）を追求す
る立場から、職務遂行能力が乏しく改善困難
な教員の排除を主たるねらいとして伝統的
に展開されてきた。ところが、近年の傾向と

して、かかる排除機能よりもむしろ被評価者
である教員の「職能開発」を主としてめざす
「支援的な評価システム」への転換が図られ
つつある点は大きな変化であり、事実、先の
典型的な評価事例においてもこの傾向が看
取される。 
 ２）教員評価における新しい動向（同僚教
員評価制度の導入）  
 前述したように、教員評価の新しい動向と
して「同僚の手による教員評価」（以下、同
僚教員評価という）の動きが指摘できるが、
同僚教員評価自体は 1980 年代からすでに一
部の地域で実施されてきており、それ自体そ
う目新しいわけではない。しかしながら、つ
い最近、全米的な教員団体（組合）である NEA
（全米教育協会）や AFT（アメリカ教員連合）
が同僚教員評価に対しそれまでの懐疑的な
姿勢を転換し、その導入支持の立場を表明し
たこと、さらには先進的な事例地域にとどま
らず、他州においてもその導入検討のための
動きが顕在化していることもあって、現在大
変注目されている。 
 例えば、先進的な事例学区であるオハイオ
州トレド学区の場合をみてみると、まず同僚
教員評価の管理機関として９名からなる「評
価委員会」（the Board of Review）が設置さ
れ、構成メンバー中５名はトレド教員連合
（AFT の地方支部：学区内教員の大半がその
構成員）から、残り４名（学区事務局担当者）
は学区からそれぞれ任命されている。同委員
会の任務は、同僚教員評価の実務を担う「相
談教員」（consulting teacher）を選定し、
その業務内容を監視するとともに、新任教員
の雇用継続の是非及び問題とされるテニュ
ア教員への処遇を学区教育長へ勧告するこ
とである。学区教育長は、同委員会の勧告内
容を受けて自らの案を教育委員会へ提出す
るわけであるが、これまで１人の教育長も同
委員会の勧告を拒否していないという。 

相談教員の職務は、新任教員とテニュア教
員（問題があるとされる）の両者を支援、評
価し、その結果を評価委員会へ報告すること
であり、相談教員の選定は、学区内から応募
のあったベテラン教員を対象に「面接」と「抜
き打ちの授業観察」を通してなされている。
相談教員は、その業務時間を被評価者の援助
に傾注できるよう通常の授業義務を免除さ
れており、１相談教員あたり平均９名の新任
教員が配当され、１新任教員あたり毎週平均
半日が費やされている。また、問題があると
されたテニュア教員を担当する場合、担当の
新任教員数は平均以下に減らされている。 
 同様に、カリフォルニア州ポーウェイ統合
学区の場合をみてみると、まず同僚教員評価
の管理機関として３名の教員組合代表と２
名の学区教育行政当局代表からなる「管理委
員会」（Governance Board）が設置されてい



 

 

る。同委員会の任務は、同僚教員評価の実務
を担う「相談教員」を選定し、その業務内容
を監視するとともに、新任教員の雇用継続の
是非及び問題とされるテニュア教員への処
遇を学区教育長へ勧告することである。管理
委員会の議決は、４票をもって過半数とみな
されている。 
 相談教員は、最低５年の教職経験を有する
テニュア教員でなければならず、自主的な応
募に基づき、その専門的教育能力と人間関係
能力の両面から書類審査とインタビューを
経て選抜される。また、相談教員は、組合員
資格を有したままで、主たる担当業務の「新
任教員と課題をかかえたベテラン教員（テニ
ュア教員）の支援と評価」に従事し、通常の
教室業務を免除されている。加えて、相談教
員としての研修は、着任時のみならず、その
後も定期的に継続して行われる。相談教員の
年間手当ては、約 5000 ドルであり、３年間
の業務遂行後、教室における通常業務に復帰
することになっている。 

学区と教員組合の共同・連携を通して評価
の客観性向上や被評価者の能力開発・支援を
めざす同僚教員評価の基本理念は、我が国教
員評価制度の改革を検討する上でも大いに
示唆的内容に富むといえよう。しかしながら、
他面、教員組合主導で導入されたこの制度の
経緯もあってか、組合色の強い地域でしかそ
の展開がみられないこと、評価結果に対する
相談教員自身の責任体制の問題、さらには、
「費用対効果」の観点からみた場合相談教員
の手当が割高との指摘があることなど、現実
には改善・解決されるべき課題も数多く残さ
れているようである。 
 ３）教員評価関係判決例の傾向 
 米国では、評価手続き過程の中に教員を参
加させ、被評価者である教員の「納得性」や
「透明性」の高い教員評価制度の構築が目指
されてはいるものの、実際に運用する際に
様々な問題が内包されている点は、その判例
数の多さからも暗示される。 
 教員評価をめぐる判例は、その多くが評価
の妥当性をめぐるものに集中する傾向が高
い。評価の妥当性を高めるために、裁判所は
以下のような結論を下している。まず、教員
を評価する際には、具体的かつ明確な根拠に
基づいておこなうことである。例えば、十分
な期間における「授業観察」に基づいた評価
であることが強く求められている。確かに、
教員に必要とされる資質・能力は多岐に亘る
ため、あらゆる側面が評価の対象となりうる。
そのため、重要なかつ説得性の高い基準の１
つとして、「授業観察」に基づいた評価が求
められているものと考えられる。教員にとっ
ての重要な使命は「授業を提供する」ことで
あり、「授業観察」をとおした評価であるこ
とが最重要視されている点は、極めて興味深

い。 
 さらに、評価者に対し、十分な権限と責任
を提供している点も注目される。評価者（特
に学校管理職）は、自身の判断で配下教員の
評価を決定することができる。また、試用期
間にある教員は、教員評価の結果が契約の更
新に直接影響を及ぼすことが多く、評価者が
当該教員の評価において、能力不足と判断す
ることは、契約の終了を教育行政当局に提
言・勧告」できることを意味している。つま
り、評価者には、試用期間中の教員の雇用に
関し、実質的な雇用決定権限が付与されてい
るといえる。その一方で、評価者の教員評価
行為において不正が発覚した場合、評価者自
身の雇用契約が打ち切られることも示され
ている。このように、評価者に十分な権限を
付与する代わりに、それに相当する重い責任
も課すといった姿勢は、評価の「妥当性」を
高める上でも注目に値しよう。 
 また、州法上、教員評価に関する多様な手
続きが規定されているが、評価者だけでなく、
被評価者に対してもこれらの手続きを十分
踏まえることが判示されている。評価者に対
する苦情申し立ての手続きや評価者による
解雇勧告の手続き等は、被評価者の権利を一
方的に保障するばかりでなく、評価者が不当
に訴えられないための安全弁でもあり、被評
価者のみならず、評価者の権利を保障するこ
とにも貢献しており、示唆に富むシステムと
して指摘できよう。 
 ４）我が国教員評価制度への示唆 
 我が国において近年導入されつつある新
たな教員評価制度も、アメリカと同様に被評
価者である教員個々の職能開発をめざした
システムを標榜しており、この点は大変意義
深い。加えて、自己申告制度の導入により被
評価者側の事前の考えにも一定の配慮がな
されており、この部分も評価できよう。 

しかしながら、評価の実務主体が校長・教
頭といった管理職のみであり、それ以外の
人々、例えば同僚、保護者、児童・生徒など
の関係者による評価意見を正式に組み入れ
るような構造とはなっていない。むろん、す
べての関係者を同列に遇することには問題
があろうが、少なくとも評価の客観性を向上
させるとともに、権利主体者である児童・生
徒、さらにはその保護者らの利益を保障する
観点からも、それら関係者らによる評価を十
分加味した総合的・多元的な評価システムが
肝要ではないだろうか。また、各地で散見さ
れる「評価結果の不開示」は、被評価者側か
らみれば深刻であり、評価者と被評価者間の
不信感をも醸成しかねない。管理職と一般教
職員との信頼関係を構築・維持し、学校の円
滑な経営を確保する上でも、評価結果の本人
開示は重要である。先に示したアメリカの同
僚教員評価制度では、評価結果の本人開示が



 

 

義務づけられている。被評価者の職能開発を
めざすのであれば、当然ながら本人への評価
結果の通知が必要であろうし、評価の結果と
して被評価者の処遇もともなうわけである
から、被評価者の権利保護の立場からも評価
結果の開示は重要である。そのためには、「説
明責任に耐えうるだけの評価者の評価力量」
がまずもって問われることはいうまでもな
い。 
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